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 長岡１－５１－２　　　 557―0018

町内指定医療機関公立福生病院、保健センターなど

石畑診療所 石畑207             557―0072

栗原医院 箱根ケ崎61         557―0100

高沢病院 二本木722－1      556―2311

高水医院 箱根ケ崎282        557―0028

菜の花クリニック 殿ケ谷454           557―7995

丸野医院 長岡1－14－9       556―5280

みずほクリニック　長岡長谷部３１－１　   568―0300

医 療 機 関 所  在  地 電   話実施場所 実 施 日 申込開始日

次の医療機関などで受診してください

月～金曜日
（祝日を除く）

保健センター

公立福生病院
          

（特定健康診査のみ受診できます）

6 月 26 日㈰

◆特定健康診査、後期高齢者健康診査
　若年の健康診査、肝炎ウイルス検診、
　大腸がん検診、生活保護受給者の健康診査
　保健センター　　557―5072

◆39歳以下の肝炎ウイルス検診　
 　西多摩保健所 　 0428（22）6141問合せ
※お問い合わせ先が異なりますので、
　ご注意ください。

※
若
年
の
健
康
診
査
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、大

腸
が
ん
検
診
の
受
診
券
は
あ
り
ま
せ
ん
。

殿ケ谷会館

武蔵野コミュニティ
センター

9月 24 日㈯

9月 9日㈮

5月 9日㈪

5月 16 日㈪

10 月 6日㈭ 8月 1日㈪

7月 1日㈮
※特定健康診査と
　肺がん検診が同
　日に受診できます。

※特定健康診査と肺がん・胃がん検診が同日に
　受診できます。

予約が必要な場合がありますので、
受診前に各医療機関にお問い合わせください。

新井クリニック

申込制（定員あり、先着順）

大
腸
が
ん
検
診

　　

職
場
な
ど
で
検
診
機
会
の
な
い
方
で
、
次

の
方
が
対
象
で
す
。

対　
　

象　

町
内
在
住
で
40
歳
以
上
の
方

（（
注
）
年
度
末
年
齢
）

実
施
期
間　

5
月
16
日
㈪
〜
12
月
28
日
㈬

持
ち
物　

健
康
保
険
証
、
診
察
券
（
お
持
ち
の
方
）

※
ご
加
入
の
医
療
保
険
に
関
係
な
く
、
若
年

の
健
康
診
査
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
大

腸
が
ん
検
診
は
受
診
で
き
ま
す
。

※
40
歳
以
上
の
生
活
保
護
受
給
者
の
健
康
診

査
は
、
５
月
中
旬
に
受
診
券
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
ご
持
参
の
上
、
受
診
し
て
く
だ

さ
い
（
現
在
、
入
院
中
、
施
設
入
所
中
の
方

は
除
き
ま
す
）。

（
注
）
年
度
末
年
齢
と
は
、
平
成
28
年
４
月
１

　

日
か
ら
平
成
29
年
3
月
31
日
の
間
に
達

　

す
る
年
齢
で
す
。

申込み　　　　　 保健センター　　557―5072
※町内指定医療機関にかかりつけ医がある方は、かかりつけ医での
　受診をお勧めします。
※健診時間は午前中です。
※がん検診のみの受診はできません。
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健
康
診
査
な
ど
は
、
自
分
の
身

体
の
中
で
何
が
起
き
て
い
る
か
を

知
る
大
切
な
機
会
で
す
。

　

年
に
1
回
、
健
康
診
査
、
検

診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

 

特
定
健
康
診
査

　　

生
活
習
慣
病
の
前
段
階
で
あ
る
内
臓
脂

肪
症
候
群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
）
の
予
防
を
目
的
と
し
た
健
康
診
査
で

す
。
生
活
習
慣
病
は
自
覚
症
状
無
く
進
行

し
ま
す
。

　
「
昨
年
受
け
た
か
ら
今
年
は
受
け
な
く

て
い
い
」、「
医
療
機
関
で
治
療
中
な
の
で

受
け
な
く
て
い
い
」
と
思
わ
れ
て
い
る
方

も
、
年
に
１
回
は
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

対　
　

象　

瑞
穂
町
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
40
歳
か
ら
74
歳

ま
で
の
方
（（
注
）
年
度
末

年
齢
）

※
長
期
入
院
中
、
施
設
入
所
中
、
妊
産
婦

の
方
は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

実
施
期
間　

5
月
16
日
㈪
〜
10
月
31
日
㈪

健
診
内
容　

問
診
、
身
体
計
測
、
理
学
的

検
査
、
尿
検
査
、
血
圧
測
定
、

血
液
検
査
な
ど

持
ち
物　

町
よ
り
郵
送
さ
れ
た
特
定
健

康
診
査
受
診
券
、
質
問
票
お

よ
び
受
診
票
な
ど
（
5
月
中

旬
に
郵
送
し
ま
す
）、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
昨

年
の
健
康
診
査
結
果
票
（
お

持
ち
の
方
の
み
）

※
特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生
活
習
慣
病

の
発
症
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
定
さ
れ
た

方
に
は
、
特
定
保
健
指
導
の
案
内
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

 

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　
　

　

生
活
習
慣
病
な
ど
の
早
期
発
見
の
た
め

の
健
康
診
査
で
す
。

対　
　

象　

町
内
在
住
で
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

※
長
期
入
院
中
、
施
設
入
所
中
の
方
は
、

受
診
で
き
ま
せ
ん
。

実
施
期
間　

7
月
1
日
㈮
〜
10
月
31
日
㈪

健
診
内
容　

特
定
健
康
診
査
の
内
容
と
同
じ

持 

ち 

物　

町
よ
り
郵
送
さ
れ
た
健
康
診  

　

査
受
診
券
、
質
問
票
お
よ
び    

               

受
診
票
な
ど
（
6
月
中
旬
に 

               

郵
送
し
ま
す
）、
後
期
高
齢

               

者
医
療
被
保
険
者
証

◎
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
者
以
外
の
方
の
健
康
診
査

は
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
者
（
健
保
、

国
保
組
合
、
共
済
な
ど
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

若
年
の
健
康
診
査

　
　

　

職
場
や
学
校
な
ど
で
健
康
診
査
を
受
診

す
る
機
会
の
な
い
方
で
、
次
の
方
が
対
象

の
健
康
診
査
で
す
。

対　
　

象　

町
内
在
住
で
16
歳
か
ら
39
歳
ま

で
の
方
（（
注
）
年
度
末
年
齢
）

実
施
期
間　

5
月
16
日
㈪
〜
10
月
31
日
㈪

持
ち
物　
健
康
保
険
証
、診
察
券
（
お
持
ち
の
方
）

 

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

　　

職
場
な
ど
で
受
診
機
会
が
な
く
、
今
ま

で
に
検
診
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
方
で
、

次
の
方
が
対
象
で
す
。

対　
　

象　

町
内
在
住
で
40
歳
以
上
の
方

（（
注
）
年
度
末
年
齢
）

実
施
期
間　

5
月
16
日
㈪
〜
12
月
28
日
㈬

持
ち
物　
健
康
保
険
証
、診
察
券
（
お
持
ち
の
方
）

※

39
歳
以
下
の
方
で
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
西
多
摩
保
健
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

健
康
診
査
、検
診
の
お
知
ら
せ

特
定
健
康
診
査
、後
期
高
齢
者
健
康
診
査
、

若
年
の
健
康
診
査
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、

大
腸
が
ん
検
診　
　

費
用
は
無
料



スポーツ推進委員 健康づくり推進委員

新任再任委員任期　
平成28年4月1日～平成30年3月31日

任期 平成28年4月1日～平成30年3月31日

町内会名 氏　　名 備考

安住町

中芝町

東砂町

丸町

神明町

表東町

上仲町

旭町

東1丁目

2丁目

西3丁目

4丁目

5丁目

6丁目

7丁目

9丁目

松原町

長岡町

愛宕町

二本木

駒形町

高根

富士山町

栗原町

松山町

旭が丘

さかえ町

富士見町

南平町

髙橋 一枝

市川 由子

堀 のり子

平岡 勝

山﨑 美佐子

長澤 陽子

小野 久美

村野 松江

池谷 彌生

浦上 徹子

森田 昭江

井上 明子

佐藤 征三

町田 孝江

髙橋 惠子

小川 明正

鳥海 道子

新任

新任鈴木 桂子

池和田 礼子

新任内野 好子

町田 直之 新任

荒田 久子 新任

吉岡 勝子

遠藤 章江

澤田 洋美 新任

新任

金井 容子 再任

丹生 ヤス江

宮﨑 弥生 新任

山崎 恵子 新任

町内会名 氏　　名 備考

新任

新任

新任

新任

新任

再任

新任

新任

新任

新任

再任

再任

　各種スポーツ教室を実施するとともに、ニュー
スポーツの周知・普及を図り、町のスポーツ振興
のため活動しています。

　地域に根ざした健康づくりを推進するための活動を行っています。

殿ケ谷地区

石畑地区

箱根ケ崎地区

長岡地区

元狭山地区

武蔵野地区

土橋 賢一
原 幸子
牧野 寿義
髙水 昌彦
福井 いくみ
関谷 一慶
中井 明
小山 宏
坂本 佳子
西村 元
竹嶋 一茂
天野 進
大屋 敬則
片倉 あけみ
深堀 豪
村田 憲一

担当地区

※町ホームページ内「教育委員会」の中でも、紹介しています。

問合せ　保健センター　　557―5072

小・中学校の校長先生
（敬称略）

問合せ　指導課　　557―7058

問合せ　社会教育課　　557―7071

問合せ　社会教育課　　557―6695

小林 源久（前列左から１番目）
地引 平　（前列左から２番目）
武藤 和裕（前列左から３番目）
石坂 隆文（前列左から４番目）
日野 元信（後列左）
池谷 芳彦（後列中央）
渡辺 政彦（後列右）

学校名　 氏　名
一小
二小
三小
四小
五小
瑞中
二中

青少年委員
　青少年に遊びの楽しさや創造の喜びを体験する
場を提供し、青少年の健全育成に努めるとともに、
子ども会の支援などの活動をしています。

殿ケ谷地区

石畑地区

箱根ケ崎地区

長岡地区

元狭山地区

武蔵野地区

風間 美奈
田中 啓夫
古川 多加
山田 敏行
岡部 禎子
八木 秀子
海老原 剛
白石 渚
根岸 修
細渕 正子
成澤 藤江
前田 哲宏

担当地区 氏　名

任期　平成28年4月1日～平成30年3月31日 

（敬称略）

氏　名

（敬称略）
（敬称略）
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助成対象工事など 助成限度額（助成割合）

耐震診断
耐震改修

耐震シェルター等設置

10万円（費用の2分の1）

100万円（費用の2分の1）

50万円（費用の10分の6）
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